
カードローンスーパーアルカ利用申込書兼保証委託申込書
株式会社　北洋銀行　御中
保証委託先　SMBCコンシューマーファイナンス株式会社　御中
1.私は、株式会社北洋銀行（以下「銀行」という）に、融資を目的として「カードローンスーパーアルカ」の利用を申込みます。
2. 私は、本申込書綴2枚目記載の保証委託約款の各条項を承諾のうえ、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社（以下「保証会社」という）に保証委託を申込みます。（本申込書裏
　 面にも同内容を印刷しております）
3. 私は、「カードローンスーパーアルカ」の利用を申込むにあたって保証会社の承諾が得られない場合が生じても異議を述べません。また、その場合、銀行から融資を受けられない
　 ことに異議を述べません。
4. 銀行または保証会社は、私が本申込書の同意事項の全部または一部を承認しない場合（ご署名がいただけない場合を含みます）、取引のお申込みに対する承諾をしないことがあ
　 ります。

＜ご記入にあたってのご注意＞
■必ずお申込みになるご本人様が、自署にて枠内の全ての項目を正確にお書きください。
■ご送付いただいた利用申込書兼保証委託申込書等はご返却いたしませんのでご了承ください。

〒　　　-　　　　

01生活費　02飲食・交際費　04レジャー資金　05冠婚葬祭費　06入院・治療費　07教育資金　08借入金返済資金　09車の購入・整備費　10その他

お申込日
（西暦） 　　　　 年　　 月　　 日

●ご契約希望額についてご記入ください（審査によってはご希望額が増額・減額することがあります）

●専業主婦の方は、配偶者の方について必ずご記入ください。

●お勤め先についてご記入ください。なお、専業主婦の方は配偶者（夫）のお勤め先についてご記入ください。

●出向・派遣の方は出向先・派遣先についてご記入ください。

フリガナ

お 名 前

旧姓（フリガナ）

旧 姓

性 別 男 ・ 女

生年月日 昭和  ・  平成 　　年　　　月　　　日

フ リ ガ ナ フ リ ガ ナ

出向・派遣先名 出向・派遣先
所 在 地電 話 番 号 （　　　　　）　　　　　-　　　　

●下記のご質問にお答えください。
ご 利 用 目 的

当行とのお取引

他 社
借 入 状 況

フリガナ

ご自宅住所

お電話番号
ご自宅
携 帯

希望連絡先
運転免許証

1. ご自宅　　2. お勤め先　　3. 携帯電話
第 号

（　　　　　）　　　　　-　　　　
（　　　　　）　　　　　-　　　　　

お 住 ま い ご 家 族
1. 既婚・子供あり　　2. 既婚・子供なし
3. 独身・同居家族あり　4. 独身・同居家族なし
5. 独身・子供あり

A. 1～4名　　　　 B. 5～9名　　　C. 10～19名　　　D. 20～29名
E. 30～49名　　　F. 50～99名　　G. 100～499名
H. 500～999名　 Ｉ. 1,000名以上　O. 公共・公的機関

あり・なし

件 万円

お取引店名 営業部・支店・出張所

お申込経緯

普通預金口座番号

※無担保ローンについて
　ご記入ください。

A. テレビ
F. ATMコーナー
K. 職員案内

B. ラジオ
G. インターネット
L. 交通広告

C. 新聞
H. ダイレクトメール
M. ティッシュ

D. 雑誌
 I . 知人紹介
Z. その他（　　　）

E. チラシ
J. 店頭

0

0

〒　　　-　　　　

〒　　　-　　　　

フ リ ガ ナ
お 勤 め 先
（または屋号）

お 勤 め 先
所 在 地

0. 本 人 勤 務
1. 配偶者勤務

年 収
（税 込）

所属部署

日給 料 日 万円

フ リ ガ ナ

最終学歴
卒業年月

入社年月（西暦 ）

（ 西 暦 ）

　年　　　月 入社

　年　　　月 卒業

社 員 数

お勤め先電話番号 内線番号 本社所在地 都・道・府・県（　　　　　）　　　　　-　　　　

1. 社会保険　2. 国民健康保険　3. 共済・組合保険　4. 船員保険　5. 未加入健康保険の種類

事 業 内 容
（ 業 種 ）

1. 事務・管理職 2. 労務　3. 専門・技術・保安
4. 販売 5. 営業
6. 歩合セールス 7. 経営（代表者・代表者以外）
A. 個人事業主　　　　B. 公務員
C. 正社員　　　　　　D. 契約社員
E. 派遣社員　　　　　　  F. アルバイト・パート

お仕事内容

就業形態

フ リ ガ ナ
配 偶 者 の
お 名 前

配偶者の生年月日

配偶者の方はこのお申込みをご存知ですか？ はい　・　いいえ

昭和  ・  平成 　　　年　　　月　　　日

本申込書綴 2 枚目記載の「個人情報の取扱いに関する同意事項」（以下「同意書」という。）を
お読みください。同意する場合は右の署名欄にご署名ください。同意書にはお客様の個人情報の
利用目的など重要な事項が記載されています。（本申込書裏面にも同内容を印刷しております。）

ご契約希望額
※右詰でご記入ください

同意の
署名

1. 持家（本人名義）
5. 寮　

2. 持家（本人名義・ローン中）
6. 公営住宅

3. 持家（家族名義）
7. 賃貸マンション・借家

4. 社宅・官舎
8. アパート

A. サービス
3. 土木・建築
7. 不動産

B. 公務員
4. 製造
8. 運輸・通信

1. 農林・林業・漁業
5. 卸売・小売・飲食店
9. 電気・ガス・水道

2. 鉱業
6. 金融・保険

申込時ご提出書類　「利用申込書兼保証委託申込書」 （WEB・電話・FAXにてお申込みいただいたお客様は郵送不要です。）（1枚目）

新規お申込の方

増額希望の方

万円

万円

※1,000万円以内でご記入下さい。
※500万円以下は10万円単位、500万円
超は50万円単位でご記入下さい。

FAX送信方向
フリーダイヤル　0120‒608‒801 おかけ間違いにご注意ください
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個人情報の取扱いに関する同意事項

第１条（銀行の個人情報の利用目的）
私は、銀行が個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）に基づき、私の個人情報を下記業務ならびに利用
目的の達成に必要な範囲で利用することにつき、これを認識し理解したうえで同意します。
（１）業務内容

①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
②投信販売業務、保険窓販業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およ
びこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含む）

（２）利用目的
①銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。
（イ）各金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
（ロ）犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認等や金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
（ハ）預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
（ニ）融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
（ホ）適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
（ヘ）与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲

で第三者に提供するため
（ト）他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務

を適切に遂行するため
（チ）お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
（リ）市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品サービスの研究や開発のため
（ヌ）ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種のご提案のため
（ル）提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
（ヲ）各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
（ワ）銀行および銀行グループの各種リスクの把握および管理のため
（カ）取得した閲覧履歴等の情報を分析して、行動・関心に応じた新商品・サービスに関する広告のため
（ヨ）取得した行動履歴等の情報を分析し、その結果を第三者へ提供するため
（タ）その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
②特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
（イ）銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力

に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
（ロ）銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の

特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
③銀行は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用いたしません。
※ダイレクトメールや電話による金融商品やサービスに関する各種のご提案のための利用は取り止めすることができますので
窓口へお申し付けください。

第２条（保証会社の個人情報の利用目的）
私は、保証会社が、個人情報の保護に関する法律に基づき、私の個人情報を、下記業務内容並びに本申込みの受付、本人確認、
資格確認、与信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう）、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、保
証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供等適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者への提供、法令等や契約
上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、そ
の他私との取引が適切かつ円滑に履行される等の利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。 
（１）保証会社における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく申込人の確認等や金融商品やサービスの利用にかか

る資格等の確認のため
（２）現在および将来における保証会社の与信判断のため
（３）保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
（４）保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
（５）保証会社とお客様との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
（６）保証会社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
（７）保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
第３条（個人関連情報の取扱い）
保証会社では、個人関連情報取扱業者等から提供を受けた以下の個人関連情報を、申込人等の個人データとして取得し、第2条
に定める利用目的の範囲内で取り扱います。
（１）申込人等の電話番号における現在および過去の有効性に関する情報（全国の固定電話、携帯電話の接続状況調査履歴で

あり、調査年月日、移転先電話番号を含む）
第4条（個人情報の第三者提供）
＜銀行から保証会社への第三者提供＞
１．私は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証会社における、本申込の受付、資格確認、保証
の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等は契約上の権利の行使や義
務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融サービスの各種ご提案、その他私との取引が適切か
つ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。

（１）氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報、本申込書
ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報

（２）銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
（３）銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報、返済状況等、私の貴行における取引情報（過去のものを含む）
（４）延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
（５）銀行が保有する私の情報
（６）銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
＜保証会社から銀行への第三者提供＞
２．本申込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確
認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個
人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物
の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供さ
れることを同意します。

（１）氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込
書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報

（２）保証会社での保証審査の結果に関する情報
（３）保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
（４）保証会社における、保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
（５）保証会社が保有する私の情報
（６）銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
（７）代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
第5条（債権譲渡の同意）
１．銀行または保証会社は、本ローンのカードローン取引による債権を、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転する
ことがあります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券
化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。

２．銀行または保証会社は、本ローンのカードローン取引による債権を、債権管理回収業務のためサービサー等へ委託することがあり
ます。私は、その際、私の個人情報が債権の管理回収業務のために必要な範囲内で、委託先であるサービサー等へ提供され、債
権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。

第6条（個人信用情報機関への登録・利用の同意）
１．私は、この申込に関して、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集および会
員に対する当該情報の提供を業とする者）および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報（当該各機関の加盟会
員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報および貸金業
協会から登録を依頼された情報等を含む。以下同様）が登録されている場合には、銀行ならびに保証会社がそれを与信取引上の
判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第１３条の６の６等に定めるとおり、返済能力に関する情報
については返済能力の調査の目的に限る。以下同様）に利用することに同意します。
２．私はこの申込ならびにこの申込による契約に関する客観的な事実について、銀行または保証会社が加盟し利用する次の個人
信用情報機関にそれぞれが定める期間登録され、銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関および同機関と提
携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用することに同意します。

（１）銀行が加盟する個人信用情報機関
①全国銀行個人信用情報センター
連絡先 ０３－３２１４－５０２０
ホームページ https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
（イ）氏名、生年月日、性別、住所（本人への郵便物不着の有無等を含む）、電話番号、勤務先等の本人情報
・下記（ロ）～（へ）の情報のいずれかが登録されている期間

（ロ）借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況（延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済
等の事実を含む）

・契約期間中および契約終了日（完済していない場合は完済日）から５年を超えない期間
（ハ）銀行が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等
・当該利用日から１年を超えない期間

（ニ）官報情報
・破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間

（ホ）登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
・当該調査中の期間

（ヘ）本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報
・本人から申告のあった日から５年を超えない期間

②株式会社シー・アイ・シー
連絡先 ０５７０－６６６－４１４
ホームページ https://www.cic.co.jp
（イ）本人を特定するための情報（氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号

等）
・下記（ロ）～（ヘ）の情報のいずれかが登録されている期間

（ロ）本契約にかかる申込みをした事実として申込日・申込内容（契約が不成立になった場合を含む）
・信用情報機関に照会した日より６ヶ月間

（ハ）本契約に係る客観的な取引時事実（契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払
回数等の契約内容に関する情報および利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払い状
況に関する情報）

・契約期間中および契約終了後５年以内
（ニ）債務の支払いを延滞した事実
・契約期間中および契約終了後５年間

（ホ）登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
・当該調査中の期間

（ヘ）本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報
・登録日から５年以内

③株式会社日本信用情報機構
連絡先 ０57０－055－955
ホームページ https://www.jicc.co.jp
（イ）本人を特定するための情報（氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号

番号等）
・下記（ロ）～（ニ）の情報のいずれかが登録されている期間

（ロ）契約内容に関する情報（契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等）および返済状況に関する情報
（入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等）
・契約継続中および契約終了後5年以内

（ハ）取引事実に関する情報（債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等）
・契約継続中および契約終了後5年以内。ただし、債権譲渡の事実に係る情報については、当該事実の発生日から1年
以内

（ニ）銀行が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等
・照会日から６ヶ月以内

（２）保証会社が加盟する信用情報機関
①株式会社シー・アイ・シー
前号「銀行が加盟する個人信用情報機関」の②株式会社シー・アイ・シーに同じ。

②株式会社日本信用情報機構
前号「銀行が加盟する個人信用情報機関」の③株式会社日本信用情報機構に同じ。

※全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーは相互に提携しています。
※個人信用情報機関に登録されている情報の開示請求は、各機関あてに行います（銀行、保証会社ではできません）。
※各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。
３．私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況の
モニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会
員によって相互に提供または利用されることに同意します。

第7条（開示・訂正等）
銀行および保証会社は、個人情報の保護に関する法律第２５条から第２７条に規定する開示、訂正等の手続きについて、銀行およ
び保証会社は、各社のホームページ内に掲載します。
第8条（不同意等の場合の取扱い）
私は、私が本申込みに必要な事項を登録、選択、申告、または記入しない場合または本同意条項の全部もしくは一部に同意しない
場合は、銀行および保証会社に、本申込みによる契約を断られることがあることに同意します。
ただし、「ダイレクトメールの発送や電話による、金融サービスに関する各種ご提案」について同意しない場合をもって、当該ローンの
申込み、契約（現在契約中のものを含む。）をお断りすることはありません。
第9条（本契約が不成立の場合）
私は、本契約が不成立の場合であっても、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、本申込をした事実を銀行が一定期間利用
することに同意します。
第10条（条項の変更に関する同意）
本同意条項の条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲で変更できることに同意します。

【お問合わせ窓口】
株式会社北洋銀行　アルカ支店
ＴＥＬ 0120-608-599
ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社　お客様相談室
ＴＥＬ 0120-510-508

以上

私は、以下の事項に同意のうえ、株式会社北洋銀行（以下、「銀行」という。）にローン（以下、「本ローン」という。）を申込み、
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社（以下、「保証会社」という。）に保証委託を申込みます。

保証委託約款
私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社北洋銀行（以下「銀行」という。）との、北洋銀行カード原契約および北洋銀行カード原
契約規定（以下あわせて「原契約」という。）に基づき私が銀行に対し負担する債務について、保証委託者としてＳＭＢＣコンシュー
マーファイナンス株式会社（以下「保証会社」という。）に保証を委託します。
第１条（保証委託）
１．本約款に基づく契約（以下「本保証委託契約」という。）は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するもの
とします。
２．保証委託者が保証会社に保証を委託する債務（以下「被保証債務」という。）の範囲は、原契約に基づき保証委託者が銀行に
対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然
に変更されるものとします。

３．本保証委託契約の有効期間は、原契約の有効期間と同一とし、原契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契
約の有効期間も延長されるものとします。

第２条（保証会社による保証）
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、原契約が有効に成立したときに効
力が生じるものとします。
第３条（債務の弁済等）
保証委託者は、原契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第４条（代位弁済）
１．保証会社が銀行から代位弁済を求められた場合、保証委託者が銀行からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証
会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、銀行に対し被保証債務の全部
または一部を弁済することができるものとします。

２．保証会社が銀行に代位弁済した場合、銀行が保証委託者に対して有していた原契約に基づく一切の権利が保証会社に承継
されるものとします。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第５条（求償権の範囲）
前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その
合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
①前条により保証会社が代位弁済した額
②保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年14.6％（年365日の日
割計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割計算）の割合による遅延損害金の額

④保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額
第６条（求償権の事前行使）
１．保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第4条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残
債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
①銀行または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
②保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類す
る申立てがあったとき
③租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④原契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき

２．保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、原契約に基づく債務または被保証債務について供
託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供または原契約に基づく債務の免責を請求
しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をし
た場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。

第７条（弁済の充当順序）
１．保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない
場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。

２．保証委託者が保証会社に対して複数の債務（本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない）を負担している場合にお
いて、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順
序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定が
ない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。

第８条（保証の解約）
１．原契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約す
ることができるものとします。

２．前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既に原契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該
債務に係る被保証債務は存続するものとします。

第９条（報告および調査への協力）
１．保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告
または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。

２．保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示
に従うものとします。

３．氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
４．保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場
合、通常到達すべきときに到着したものとします。

５．債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取
得できるものとします。

第10条（公正証書の作成）
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関する公正証書作成のため
の一切の手続を行うものとします。
第11条（費用の負担）
保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第4条および第6条によって取得した権利の保全または行使に
要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第12条（反社会的勢力の排除）
１．保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企
業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）に
該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用して
いると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

２．保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
①第1項各号のいずれかに該当することが認められるとき
②第1項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
③前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき

４．前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保
証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。

第13条（権利義務の譲渡等）
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるもの
とします。
第14条（管轄裁判所）
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄
する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第15条（本保証委託契約の変更）
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を銀行およ
び保証会社のホームページで（第2号の場合はあらかじめ）公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周
知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
①変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
②変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照ら
して合理的なものであるとき

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社

以上



第１条（銀行の個人情報の利用目的）
私は、銀行が個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）に基づき、私の個人情報
を下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することにつき、これを認識し理解したうえで同
意します。
（１）業務内容
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
②投信販売業務、保険窓販業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が
営むことができる業務およびこれらに付随する業務

③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を
含む）

（２）利用目的
①銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いた
します。
（イ）各金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
（ロ）犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認等や金融商品やサービスをご利用いただ

く資格等の確認のため
（ハ）預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
（ニ）融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
（ホ）適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
（ヘ）与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業

務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
（ト）他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等におい

て、委託された当該業務を適切に遂行するため
（チ）お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
（リ）市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品サービスの研究や

開発のため
（ヌ）ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種のご提案のため
（ル）提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
（ヲ）各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
（ワ）銀行および銀行グループの各種リスクの把握および管理のため
（カ）取得した閲覧履歴等の情報を分析して、行動・関心に応じた新商品・サービスに関する広

告のため
（ヨ）取得した行動履歴等の情報を分析し、その結果を第三者へ提供するため
（タ）その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
②特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で
利用いたしません。
（イ）銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需

要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利
用・第三者提供いたしません。

（ロ）銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯
罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認め
られる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

③銀行は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用
いたしません。
※ダイレクトメールや電話による金融商品やサービスに関する各種のご提案のための利用は取り止
めすることができますので窓口へお申し付けください。

第２条（保証会社の個人情報の利用目的）
私は、保証会社が、個人情報の保護に関する法律に基づき、私の個人情報を、下記業務内容並びに本
申込みの受付、本人確認、資格確認、与信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう）、保証
の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への
提供等適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の
履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その
他私との取引が適切かつ円滑に履行される等の利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意し
ます。 
（１）保証会社における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく申込人の確認等や金融商

品やサービスの利用にかかる資格等の確認のため
（２）現在および将来における保証会社の与信判断のため
（３）保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
（４）保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
（５）保証会社とお客様との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
（６）保証会社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
（７）保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発の

ため
第３条（個人関連情報の取扱い）
保証会社では、個人関連情報取扱業者等から提供を受けた以下の個人関連情報を、申込人等の個人
データとして取得し、第2条に定める利用目的の範囲内で取り扱います。
（１）申込人等の電話番号における現在および過去の有効性に関する情報（全国の固定電話、携帯電話

の接続状況調査履歴であり、調査年月日、移転先電話番号を含む）
第4条（個人情報の第三者提供）
＜銀行から保証会社への第三者提供＞
１．私は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証会社における、本申込
の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機
関への提供、法令等は契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各
種郵便物の送付、金融サービスの各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるため
に、銀行より保証会社に提供されることを同意します。

（１）氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領
に関する情報、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報

（２）銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
（３）銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報、返済状況等、私の貴行における取引情報（過

去のものを含む）
（４）延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
（５）銀行が保有する私の情報
（６）銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
＜保証会社から銀行への第三者提供＞
２．本申込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確
認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な
取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権
利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサー
ビスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供さ
れることを同意します。

（１）氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領
に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情
報

（２）保証会社での保証審査の結果に関する情報
（３）保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
（４）保証会社における、保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
（５）保証会社が保有する私の情報
（６）銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
（７）代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
第5条（債権譲渡の同意）
１．銀行または保証会社は、本ローンのカードローン取引による債権を、債権譲渡・証券化といった形式で、
他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化
のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、
債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。

２．銀行または保証会社は、本ローンのカードローン取引による債権を、債権管理回収業務のためサービ
サー等へ委託することがあります。私は、その際、私の個人情報が債権の管理回収業務のために必要
な範囲内で、委託先であるサービサー等へ提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されること
に同意します。

第6条（個人信用情報機関への登録・利用の同意）
１．私は、この申込に関して、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力に関
する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者）および同機関と提携する個人信
用情報機関に私の個人情報（当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の
情報のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報および貸金業協会から登録を依頼さ
れた情報等を含む。以下同様）が登録されている場合には、銀行ならびに保証会社がそれを与信取引
上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第１３条の６の６等に定める
とおり、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同様）に利用すること
に同意します。

２．私はこの申込ならびにこの申込による契約に関する客観的な事実について、銀行または保証会社が加
盟し利用する次の個人信用情報機関にそれぞれが定める期間登録され、銀行または保証会社が加盟
し利用する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取
引上の判断のために利用することに同意します。

（１）銀行が加盟する個人信用情報機関
①全国銀行個人信用情報センター
連絡先 ０３－３２１４－５０２０
ホームページ https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
（イ）氏名、生年月日、性別、住所（本人への郵便物不着の有無等を含む）、電話番号、勤務先等の

本人情報
・下記（ロ）～（へ）の情報のいずれかが登録されている期間

（ロ）借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況（延滞、代位弁済、強
制回収手続、解約、完済等の事実を含む）

・契約期間中および契約終了日（完済していない場合は完済日）から５年を超えない期間
（ハ）銀行が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等
・当該利用日から１年を超えない期間

（ニ）官報情報
・破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間

（ホ）登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
・当該調査中の期間

（ヘ）本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報
・本人から申告のあった日から５年を超えない期間

②株式会社シー・アイ・シー
連絡先 ０５７０－６６６－４１４
ホームページ https://www.cic.co.jp
（イ）本人を特定するための情報（氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運

転免許証等の記号番号等）
・下記（ロ）～（ヘ）の情報のいずれかが登録されている期間

（ロ）本契約にかかる申込みをした事実として申込日・申込内容（契約が不成立になった場合を含む）
・信用情報機関に照会した日より６ヶ月間

（ハ）本契約に係る客観的な取引時事実（契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびそ
の数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報および利用残高、割賦残高、年間
請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払い状況に関する情報）

・契約期間中および契約終了後５年以内
（ニ）債務の支払いを延滞した事実
・契約期間中および契約終了後５年間

（ホ）登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
・当該調査中の期間

（ヘ）本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報
・登録日から５年以内

③株式会社日本信用情報機構
連絡先 ０57０－055－955
ホームページ https://www.jicc.co.jp
（イ）本人を特定するための情報（氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番

号、運転免許証等の記号番号等）
・下記（ロ）～（ニ）の情報のいずれかが登録されている期間

（ロ）契約内容に関する情報（契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等）およ
び返済状況に関する情報（入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等）

・契約継続中および契約終了後5年以内
（ハ）取引事実に関する情報（債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等）
・契約継続中および契約終了後5年以内。ただし、債権譲渡の事実に係る情報については、当
該事実の発生日から1年以内

（ニ）銀行が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等
・照会日から６ヶ月以内

（２）保証会社が加盟する信用情報機関
①株式会社シー・アイ・シー
前号「銀行が加盟する個人信用情報機関」の②株式会社シー・アイ・シーに同じ。

②株式会社日本信用情報機構
前号「銀行が加盟する個人信用情報機関」の③株式会社日本信用情報機構に同じ。

※全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーは相互に提
携しています。
※個人信用情報機関に登録されている情報の開示請求は、各機関あてに行います（銀行、保証会社では
できません）。
※各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。
３．私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に
対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内
において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意し
ます。

第7条（開示・訂正等）
銀行および保証会社は、個人情報の保護に関する法律第２５条から第２７条に規定する開示、訂正等の
手続きについて、銀行および保証会社は、各社のホームページ内に掲載します。
第8条（不同意等の場合の取扱い）
私は、私が本申込みに必要な事項を登録、選択、申告、または記入しない場合または本同意条項の全部も
しくは一部に同意しない場合は、銀行および保証会社に、本申込みによる契約を断られることがあることに
同意します。
ただし、「ダイレクトメールの発送や電話による、金融サービスに関する各種ご提案」について同意しない場
合をもって、当該ローンの申込み、契約（現在契約中のものを含む。）をお断りすることはありません。
第9条（本契約が不成立の場合）
私は、本契約が不成立の場合であっても、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、本申込をした事実
を銀行が一定期間利用することに同意します。
第10条（条項の変更に関する同意）
本同意条項の条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲で変更できることに同意します。

【お問合わせ窓口】
株式会社北洋銀行　アルカ支店
ＴＥＬ 0120-608-599
ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社　お客様相談室
ＴＥＬ 0120-510-508

以上

お客さま控〔FAX・郵送不要〕　「個人情報の取扱いに関する同意事項」・「保証委託約款」（裏面） （2枚目）

個人情報の取扱いに関する同意事項
私は、以下の事項に同意のうえ、株式会社北洋銀行（以下、「銀行」という。）にローン（以下、「本ローン」という。）を申込み、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社（以
下、「保証会社」という。）に保証委託を申込みます。



保証委託約款保証委託約款
私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社北洋銀行（以下「銀行」という。）との、北洋銀行
カード原契約および北洋銀行カード原契約規定（以下あわせて「原契約」という。）に基づき
私が銀行に対し負担する債務について、保証委託者としてＳＭＢＣコンシューマーファイナン
ス株式会社（以下「保証会社」という。）に保証を委託します。
第１条（保証委託）
１．本約款に基づく契約（以下「本保証委託契約」という。）は、保証委託者からの申込みを保
証会社が承諾したときに成立するものとします。

２．保証委託者が保証会社に保証を委託する債務（以下「被保証債務」という。）の範囲は、
原契約に基づき保証委託者が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の
債務とし、原契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更される
ものとします。
３．本保証委託契約の有効期間は、原契約の有効期間と同一とし、原契約の有効期間が延
長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。

第２条（保証会社による保証）
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした
後、原契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
第３条（債務の弁済等）
保証委託者は、原契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証
会社に一切負担をかけないものとします。
第４条（代位弁済）
１．保証会社が銀行から代位弁済を求められた場合、保証委託者が銀行からの請求に対抗
できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社
は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、銀行に対し被保証債務の全部または一部
を弁済することができるものとします。
２．保証会社が銀行に代位弁済した場合、銀行が保証委託者に対して有していた原契約に
基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本保証委託契約の
各条項が適用されるものとします。

第５条（求償権の範囲）
前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費
用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
①前条により保証会社が代位弁済した額
②保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了
する日までの年14.6％（年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割
計算）の割合による遅延損害金の額

④保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額
第６条（求償権の事前行使）
１．保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第4条による代位弁済
前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使するこ
とができるものとします。
①銀行または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
②保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民
事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき

③租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④原契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認
めたとき。

2．保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、原契約に基づ
く債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、か
つ、保証会社に対し、担保の提供または原契約に基づく債務の免責を請求しないものとし
ます。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する
十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使
に応じないことができるものとします。

第７条（弁済の充当順序）
１．保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するす
べての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲
内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。

２．保証委託者が保証会社に対して複数の債務（本保証委託契約に基づくものであるか否
かを問わない）を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、そ
れらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について
保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保
証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するも
のとします。

第８条（保証の解約）
１．原契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と
認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2.前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既に原契約に基づき借り
入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。

第９条（報告および調査への協力）
１．保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営
する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保
証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。

２．保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに
保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。

３．氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社
に届け出るものとします。

４．保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類
等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。

５．債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託す
る者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。

第10条（公正証書の作成）
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求
償債務に関する公正証書作成のための一切の手続を行うものとします。
第11条（費用の負担）
保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第4条および第6条によっ
て取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支
払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第12条（反社会的勢力の排除）
１．保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない
者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴
力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当しないこと
および次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保
証するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって
する等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認め
られる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関
係を有すること

2．保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わな
いことを表明し、保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

3．保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約
することができるものとします。
①第1項各号のいずれかに該当することが認められるとき
②第1項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
③前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき

4．前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんら
の請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任
を負うものとします。

第13条（権利義務の譲渡等）
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転さ
せ、または担保に供することができるものとします。
第14条（管轄裁判所）
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会
社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とす
るものとします。
第15条（本保証委託契約の変更）
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内
容および効力の発生時期を銀行および保証会社のホームページで（第2号の場合はあらかじ
め）公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、
本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
①変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
②変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の
相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社

以上






